
●南蒲生浄化センターの流入水及び放流水の水質検査結果（平成 30年度～令和 4年度） 

1) 水質検査結果（主要項目） 

水質汚濁防止法に基づくカドミウム等有害項目及び生活環境に係る項目並びにダイオ

キシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類は，すべて排出水の水質基準を満たし

ています。 

生物化学的酸素要求量（BOD）は，令和 3 年 2 月 13 日に発生した地震により汚泥処理

施設が被害を受けた影響で，一時的に下水道法に基づく放流水質の技術上の基準

（15mg/L以下）を超えてしまいました（令和 3年 3月 4日：22mg/L，10日：24mg/L）。また，

令和 4 年 2 月 5 日に４号汚泥焼却炉が火災により停止し，その後汚泥処理に停滞が発生

した影響を受け，一時的に同基準を超えてしまいました（令和 4 年 2 月 10 日：22mg/L，15

日：25mg/L，3 月 2 日：22mg/L，9 日：24mg/L）。これらの日を除く BOD及びその他項目に

ついては下水道法に基づく放流水質の技術上の基準を満たしています。 

   * （ ）内は計画放流水質（計画値）で運転管理上の目標値。 

（注１） 数 値：年間平均値（ダイオキシン類を除く）。 

（注２） 平均値：定量下限値未満の数値が含まれる場合は，その値を「定量下限値×1/2」として算出。 

（注３） ダイオキシン類：年１回の測定値。流入水は第一幹線と第二幹線の合流点で採水。ダイオキシン類対

策特別措置法に基づく水質排出基準は 10pg-TEQ/L。 

2) 放流水質主要項目の経年変化 

 

検　査　項　目 年度 第一幹線流入水 第二幹線流入水 放流水
水質汚濁防止法に
基づく排水基準

下水道法に基づく放流
水質の技術上の基準

30 170 190 9.4

元 160 190 7.1

2 160 190 8.0

3 160 190 9.7

4 160 190 6.8

30 98 110 15

元 94 110 16

2 87 100 16

3 91 100 16

4 92 110 15

30 140 170 4

元 140 160 5

2 130 160 6

3 150 190 5

4 140 180 4

30 36 38 28

元 35 36 26

2 33 35 26

3 33 35 26

4 34 36 26

30 3.5 3.8 1.0

元 3.4 3.9 1.0

2 3.2 3.6 0.90

3 3.2 3.6 1.1

4 3.3 3.7 0.97

30 0.00030

元 0.00026

2 0.00043

3 0.00036

4 0.000350.14

総　　　　　燐

          （mg/L）

－ －

ダイオキシン類

    （pg-TEQ/L）

0.038

－ －

0.061

0.23

0.019

浮遊物質量（SS）

 

       （mg/L）

200
日間平均150

40以下

(30以下*
)

総　　窒　　素

          （mg/L）

－ －

生物化学的酸素要求量

（BOD）

          （mg/L）
－ 15以下

化学的酸素要求量

（COD）

          （mg/L）

160

日間平均120
－


